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2019年12月12日付け、与党による令和2年度税制改正大綱（以下、「大綱」）が
公表されました。

本大綱では、2017年より施行されたCRS関連法令（注）の一部を改正することが
決定されています。

今回の改正は、これまで業界団体含め関係者から指摘されていた、OECD策定の
基準とCRS関連法令との間に一部差分が生じている項目を中心に行われるもの
です。

改正内容は以下のとおりです。

（1） CRSの対象となる者について次の点が変更になります。

① 設立後2年を経過していない法人、および租税条約等の相手国等（報告対
象国を除く）のうち、一定の国または地域の法令に準拠して設立された一
定の外国金融機関等を、特定法人の範囲から除外する。

② CRSの対象となる特定取引を行う一定の者が他の者のために当該特定
取引を行う場合等には、当該他の者が当該特定取引を行う者としてCRS
を適用する旨を明確化する。

③ CRSの対象となる「事業体」の定義規定を新たに設ける。
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（2）CRSの対象となる特定対象者の居住地国の特定手続等
について、次の見直しが行われます。

① 民法組合等の居住地国は、実質的な管理を行う場所の
所在する国または地域とする。

② 準拠法により遺産が事業体とされる場合には、被相続
人の居住地国（現行：当該事業体の居住地国）を特定す
る。

③ 報告金融機関等と複数の者との間で締結されている
既存特定取引に係る契約がある場合等には、特定取引
契約資産額の合計の対象とする。

④ 報告金融機関等による特定対象者の一定の情報を取
得するための措置について、報告対象国を特定対象者
の居住地国として特定した場合に限定する。

⑤ 特定対象者の居住地国等の再特定手続について、報
告金融機関等は、新規届出書等に関する状況の変化
があった場合には、当該状況の変化があった日から3
カ月を経過する日等の一定の日までに、当該新規届出
書等を提出した者等に対し、異動届出書の提出要求等
をし、その提出等がなかったときは、当該状況の変化に
基づきその者の居住地国の特定等をしなければなら
ないこととする等の所要の措置を講ずる。

（3）特定取引から除外する取引の範囲から、特定の取締役等
が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済
的利益の非課税等（ストックオプション税制）の適用を受け
て取得される株式に係る取引を除外した上、当該取引に
係る特定手続について所要の措置を講ずる。

（4）報告対象外となる者の範囲に、外国政府等が資本金等の
全部を出資している法人で一定の要件を満たすものを加
える。

（5）特定取引を行う者またはその関係者等による当該特定
取引に係る契約に関する行為等の主たる目的の一つが、
報告事項の提供を回避することである場合には、その行
為等はなかったものとしてCRSを適用する。

（6）その他所要の措置を講ずる。

適用時期は令和2年（2020年）4月1日からとされています
が、実務への影響が大きくなることが想定されている項目 
もあり、上記（1）①、（2）⑤および（4）の改正は令和4年
（2022年）1月1日から適用されることとされています。各金
融機関におかれましては、改正項目の内容の理解に加え、改
正後の要件と現行実務とのギャップを早急に把握し、適用日に
備える必要があります。

また、2018年後半より国税当局によるCRS税務調査が開始
されていること、さらに2020年よりOECDによる対日レビュー
（Peer Review）が予定されていることから、CRSと併存する
類似制度であるFATCA上の手続への関連性も意識しながら、
これまでのCRSに係るコンプライアンス態勢を再点検し、調
査に耐えうる態勢を整える必要があります。
注：

非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度を指す。 
Common Reporting Standardの略。

2014年7月21日、OECD（経済協力開発機構）は「課税における自動的
な情報交換に関する基準（The Standard for Automatic Exchange of 
Financial Account Information in Tax Matters）」を公表しています。本
基準は、各国の税務当局が国際間の脱税行為を防止するため、G20からの要
請に応えて作成されたもので、当局間の基本的な合意事項が記載されたモ
デル合意書（Model Competent Authority Agreement、以下モデルCAA 
という）、共通報告基準（Common Reporting Standard）及び関連する
コメンタリー及び付属文書から構成されています。日本では、2015年3月31
日にCRS関連法及び政省令が成立・公布（国内法制化）され、本邦金融機関は
2017年1月1日から、CRS要件に従って対象口座の特定手続を行い、報告対
象となる顧客口座情報を毎年4月30日までに所轄の税務署へ申告を行うこ
とが求められています。
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